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入院者訪問支援事業について

資料２
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出典：厚生労働省HP「入院者訪問支援事業」
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出典：厚生労働省HP「入院者訪問支援事業」
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愛知県入院者訪問支援事業について

〇目的

精神科病院に入院中の者については、 医

療機関外の者との面会交流が特に途絶えやす

くなることを踏まえ、精神保健及び精神障害

者福祉に関する法律第35条の２に基づき、入

院者のうち、面会交流の機会が少ない等の理

由により、第三者による支援が必要と考えら

れるものに対して、希望に応じて、傾聴や生

活に関する相談、情報提供等を役割とした訪

問支援員の派遣を行う。

本事業は、入院者の孤独感や自尊心の低下、

日常の困りごと等を解消することを目的とし、

訪問支援員が医療・介護・障害福祉サービス

の利用を調整することや サービスを自ら提供

することは目的としない。

〇実施主体

愛知県精神保健福祉センター

※事業の一部について、精神障害及び精神
科病院との連絡調整に関し、必要な知
識及び技能を有する団体である（一
社）愛知県精神保健福祉士協会へ委託。

〇事業内容

①訪問支援員養成研修

②訪問支援員派遣



5

1 実施形態

名古屋市と合同開催

委託［愛知県精神保健福祉士協会］

２ 実施日等

・2025年９月６日（土）

講義（対面開催）

・2025年９月７日（日）

演習（対面開催）

３ 受講者

愛知県及び名古屋市にて入院者

訪問支援員としての活動を希望

する方 49名

４ 入院者訪問支援員登録者数

44名（うち当事者４名）

(2024年度登録者 66名）

科 目 名

入院者訪問支援事業について

講 義

入院者訪問支援事業の意義と目的

訪問支援員の役割

入院している人が体験すること

入院者訪問支援の実践

精神医療の現状と課題

知っておくべき資源

精神障害者の人権

訪問支援員の役割に関する考え方

演 習

事業の意義と訪問支援員の役割
～それぞれの立場から～

出会いの場面

実際の相談場面

訪問支援員養成研修
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1 実施形態及び内容

・事務局［愛知県精神保健福祉センター］
訪問支援員の選任、派遣希望の受付

・委託業者［愛知県精神保健福祉士協会］
派遣に関する訪問支援員及び医療機関
との連絡調整

２ 派遣対象

愛知県(名古屋市を除く)に在住の方で、

市町村町同意で入院されている方の他、

入院中の方で利用を希望される方

３ 派遣開始時期

2024年11月から

４ 派遣実績

2024年度 入院患者延 12名

2025年度（12月1日現在）

入院患者延 41名

訪問支援員派遣
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事業体系図


